
(市)調査判断 (市)調査判断

①慎重工事 ②立会調査 ③遺構確認調査 ④個人住宅発掘調査 A　試掘調査 B 立会調査・ 慎重工事

(市)立会調査 (市)立会調査

工事着手 工事着手 工事着手

工事着手

埋蔵文化財あり 遺跡あり 遺跡なし

(市・事業者) (事業者) 工事着手

『遺跡発見届』（96条）提出

(市)調査費用見積等

(市・事業者)調査契約

(事業者)調査費用納付 　　※変更部分

:事業者 工事着手

八尾市魅力創造部　観光・文化財課

埋蔵文化財なし

令和5年4月1日からの埋蔵文化財取扱いの流れ

周知の埋蔵文化財包蔵地（遺跡）の確認・照会

埋蔵文化財包蔵地（遺跡）内 埋蔵文化財包蔵地（遺跡）外

①包蔵予想地域
300㎡以上

②範囲外
3,000㎡以上

(事業者)『埋蔵文化財発掘届出書』（93条）提出 (事業者)『埋蔵文化財包蔵地外における工事着手届』提出

遺構確認調査実施
*重機等事業者負担

発掘調査実施
＊公費負担

試掘調査実施
*重機等事業者負担

発掘調査不要

保存及び発掘調査協議
工事着手

設計変更等により
現状保存可能

現状保存不可能

(市)確認のための立会調査

工事着手

(市)④発掘調査実施
（記録保存）

＊調査費用事業者負担


